
【千葉県知事免許：営業保証金は供託の場合】

① 千葉県庁に免許申請書類を提出

ã ↑

② 副本を受領

ã 約２ヶ月

③ 申請内容の審査開始（書類審査・事務所実態調査）

ã ↓

④ 千葉県庁から申請者宛にハガキにより「免許通知」が交付

ã

⑤ 申請者が事務所を管轄する法務局に営業保証金を供託

ã

⑥ 千葉県庁に「免許通知ハガキ」、「営業保証金供託済み届出書」、「供託書の写

し」を提出

ã

⑦ 提出した日に「宅地建物取引業免許証」が交付

ã

⑧ 営業開始

《 注 意 点 》

ⅰ．④の「免許通知」時点では、宅建業を営業することはできません。この時点で営業

した場合は、宅建業法違反で処罰されます

ⅱ．④の「免許通知」から、３ヶ月以内に⑥の「届出書」などの提出を行って下さい。

３ヶ月を超えますと、免許取り消しとなる可能性があります。

ⅲ．営業開始後、速やかに次の手続を行って下さい。

ａ．「報酬額表」、「宅地建物取引業者票」を作成し、事務所毎にこれらを見やすい場

所に必ず掲示して下さい。

ｂ．宅地建物取引士の「資格登録簿」の勤務先変更届を提出して下さい。

この手続は、取引士証を発行した都道府県庁に対して行って下さい。


